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マンション販売業者が、マンションの広告

宣伝活動に当たり、ファッション雑誌標章と

類似した標章を使用したことに対し、ファッ

ション雑誌社等が不正競争防止法に違反する

として標章の使用差し止め及び損害賠償を請

求した事案において、不正競争防止法違反の

主張が認められた事例（東京地裁　平成16年

７月２日判決　ホームページ下級裁主要判決

情報）

１　事案の概要

Ｙは、分譲マンション（以下「本件物件」

の建築を企画し、平成14年７月上旬、本物件

の名称を「ラ・ボォーグ南青山」と決定し、

同年９月建築に着工し、同月から本物件の分

譲を開始した。Ｙは、これに伴い本物件の近

辺に存在するビル内にモデルルームを設置す

るとともに、販売のための宣伝広告活動を開

始した。

Ｙは、広告宣伝活動を行うに当たり本物件

モデルルーム内フロア案内板・入り口ドア、

パンフレット、宣伝用ポケットティッシュ、

紙袋、本物件壁面を覆うテント上の看板、宣

伝用チラシ、予定価格表、本物件周辺に置か

れたモデルルーム案内板、Ｙのホームページ、

仲介業者の物件案内ホームページ等にＸの標

章と類似する標章を使用している。

Ｘは、Ｘの標章をＸの周知または著名商品

等表示であると主張し、ＹがＸ標章と類似す

る標章を使用する行為は、不正競争防止法２

条１項１号または同２号に該当するとして、

同法34条に基づき、Ｘ標章の使用差止め及び

損害賠償を請求した。

２　判決の要旨

盧 Ｘ標章の周知性について

同誌は、世界的に知られたファッション雑

誌であること、我が国においても、昭和24年

頃から50年以上にわたり販売され、新聞・週

刊誌等にも広告や各種記事が掲載されてお

り、一般読者にも高級イメージのファッショ

ン雑誌として認識されていること、Ｘらは、

商標登録をし、防護商標登録も受けているこ

と、ＸらがＸ標章につき、希釈化を防止する

ため、様々な法的手段を執ってきたこと等に

鑑みると、遅くともＹ標章が使用された平成

14年９月までには、「需要者の間に広く認識

されているもの」として、周知性を獲得した

ものと認められる。

盪 Ｙの商品等表示について

不正競争防止法２条１項１号にいう「商品

等表示」とは、人の業務にかかる氏名、商号、

商標、標章、商品の容器若しくは包装その他

の商品又は営業を表示するものをいう。ここ

にいう「商品」は、競争が行われることを前

提としていることから、市場における流通が

予定され、それ自体に表示を使用してその出

所が識別される性質を備えている、主として

動産をいうものである。もっとも、不動産で

あっても、大量生産ないし大量供給を行われ
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るマンション等の建築物は、一般に市場にお

ける流通が予定されており、マンション自体

に表示を使用してその出所が識別される性質

を備えている。よって、マンションは商取引

の目的となって市場における流通が予定さ

れ、それ自体に表示を使用してその出所が識

別される性質を備えているものとして、不正

競争防止法２条１項１号にいう「商品」に該

当するものと解される。また、大手の不動産

業者がマンションの名称を同様に商標登録し

ていることからも、マンションの名称も商品

等表示に該当し、Ｙ標章は、いずれも商品等

表示に該当する。

盻 類似性について

Ｙ標章とＸ標章とは、呼称及び観念におい

て同一であり、両者は類似していると認めら

れる。

眈 混同のおそれの有無について

Ｘらの業務に係る商品は、ファッション雑

誌であり、ＹがＹ標章を使用する対象商品は

本件物件であって、両者の商品自体は類似す

るものとはいえない。しかしながら、同誌が

高級なブランドイメージや都会的なファッシ

ョンセンスのイメージを前面に押し出してい

ること、近年デザイナーズマンションという

高級で都会的でファッション性のあるマンシ

ョンがもてはやされ、ファッション雑誌と建

築が無縁ではなくなってきており、実際に同

誌で建築を扱ったこともあったことに加え、

Ｙが本件物件をデザイナーズマンションと銘

打ち、その高級感やファッション性を売り物

にしていたことからすれば、両者の商品の間

には、関連性が認められ、需要者については

共通する場合があるというべきである。

以上の諸事情から、Ｘ標章の独創性は、ア

メリカ及びフランスにおいては高くはない

が、我が国においては、一般的に使用される

語ではないこと、Ｘ標章が長年にわたって使

用され、周知性が極めて高いこと、Ｘ標章が

Ｙ標章と呼称及び観念において同一であっ

て、両標章が類似すること、両標章の使用さ

れる商品の間に関連性が認められ、需要者が

共通し、本件物件が同誌の高級でファッショ

ナブルなイメージで販売されていること等を

総合的に考慮すれば、Ｙ標章は、需要者に対

し、Ｘ標章を連想させ、誤信させるものと認

められる。

眇 損害について

本件物件の総売上高は25億4,500万円であ

るが、敷地権付きマンションであり、価格に

は、建物部分のみならず、敷地権についての

価格も含まれ、建物部分の価格（建築費、設

計料等）の総額は、９億5 ,000万円である。

また、マンションの名称はイメージとして多

少の効果は否定し得ないものの、取引の際に

大きな影響を与えるものとはいえない。

以上の諸事情を考慮し、建物部分の価格の

総額９億5,000万円の５%である4,750万円を

もってＸらの使用料相当損害額と認める。な

お、Ｘらの不正競争防止法４条に基づく損害

賠償請求権は連帯債権と解する。

眄 よって、Ｙの行為は不正競争防止法２条

１項１号に該当し、Ｘらの請求のうち、Ｙ

標章の使用差止め及び4,750万円の損害賠

償を請求する限度で理由があるとしてこれ

を認容し、その余を棄却する。

３　まとめ

本件は、分譲マンションの販売にあたり、

世界的に知られたファッション雑誌の標章と

類似の標章を使用して営業活動を行ったこと

が、不正競争防止法２条１項１号に該当し、

雑誌社の営業上の利益の侵害を認めた事例で

ある。不動産取引における安易な営業活動を

いましめる参考例である。


